
助成金の対象となる日本クレーン協会東海支部実施講習等のあらまし(令和2年度） 

令和2年4月1日現在 

 

人材開発支援助成金 

教育訓練給付金 特定訓練コース 

熟練技能育成・承継訓練 
建設労働者技能実習コース 

請求者 中小企業事業主（注） 建設業中小企業主（注） 受講者本人 

請求先 労働局 ハローワーク 

主な支給要件 

 職業能力開発推進者の選任 
 職業能力開発計画を期限までに提出
及びその実施等(事業場外の認定訓
練期間での実施) 

 建設業に関わる雇用保険の被保険者 
 登録教習機関との委託契約の締結と
その実施等 

雇用保険の被保険者期間が3年(初回は
1年)以上の在職者または離職者 

助成額 

＜経費＞ 
講習会費(税込)の45％ 
＜賃金＞ 
1人1時間当たり760円 
(所定労働時間内に実施されたものに
限る) 

雇用保険被保険者20人以下の中小企業
主 
＜経費＞講習会費(税込)の75％の額 
＜賃金＞1人1日7,600円 
雇用保険被保険者21人以上の中小企業
主 
＜経費＞ 
① 35才未満 講習会費（税込）の

70％ 
② 35才以上 講習会費（税込）の

45％ 
＜賃金＞1人1日6,650円 

講習会費(税込)の20％の額 

クレーン協会

の手続き 

 受講の証明  委託契約の締結 
 受講の証明 

 教育訓練修了証明書の発行 

備考 

 併合講習の助成は玉掛け技能講習の
みが対象 

 受講終了日の翌日から２ヵ月以内に
申請 

 受講終了日の翌日から２ヵ月以内に
申請 

 受講修了日の翌日から１ヵ月以内に
申請 

※「人材開発助成金」については生産性の向上が認められる場合は助成金額が引き上げられます。 

（注）中小企業とは、次の業種区分の（Ａ）または（Ｂ）のいずれかに該当する企業とされます。 

主たる業種 （Ａ）資本の総額 （Ｂ）企業全体の労働者数 

小売業(含飲食店) 5000万円以下 50人以下 

サービス業 5000万円以下 100人以下 

卸売業 1億円以下 100人以下 

その他 3億円以下 300人以下 

※助成の対象となる講習一覧 

各種講習・教習 特定訓練コース（注） 
建設労働者技能 
実習コース 

教育訓練給付金 

クレーン運転実技教習 ○ 〇 ○ 

玉掛け技能講習 ○ ○ ○ 

併合講習（玉掛け技能講習とクレーン運転特別教育） △（玉掛のみ） ○ ○ 

クレーン運転特別教育  ○  

床上操作式クレーン運転技能講習 ○ ○ ○ 

小型移動式クレーン運転技能講習 ○ ○ ○ 

フルハーネス型墜落制止用器具特別教育  ○  

クレーン運転業務従事者安全衛生教育  ○  

移動式クレーン運転業務安全衛生教育  ○  

玉掛け業務従事者安全衛生教育  ○  

（注）訓練開始日から起算して１ヵ月前までに計画届を提出されない場合は助成対象外となります。 


